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１ 基本的事項 
 

 

（１）支援対象者 

入居者移転支援業務は、PFI 事業契約の締結時点において、「六泉寺町市営住宅」、「北

百石町市営住宅」及び「丸池町市営住宅」に居住する全ての入居者（以下、「移転支援対

象者」という。）を対象とする。 

ただし、不適正居住者は移転支援対象者に含まない。 

 

（２）業務の対象となる移転等 

移転支援業務の対象は、建替えに当たり、市が定める手続きに則り行われる、下記ア

～オとする。 

 

ア 内部仮移転 

新築住宅等整備用地（Ｄ街区）の既存住宅を解体するため、一旦、仮移転をする。 

内部仮移転は、団地内の第 1工区以外の住棟の空き住戸に仮移転をすることをいう。 

 

イ 外部仮移転 

新築住宅等整備用地（Ｄ街区）の既存住宅を解体するため、一旦、仮移転をする。 

外部仮移転は、民間賃貸住宅の空き住戸等に仮移転をすることをいう。 

 

ウ 住替え移転 

住替え移転は、六泉寺町市営住宅以外の高知市の市営住宅に住替えをすることを

いう。 

 

エ 退去 

退去は、市営住宅を退去し、自身で選定した住宅等に移転をすることをいう。 

 

オ 本移転 

新築住宅が完成した後に、仮移転先または旧住宅から新築住宅に移転することを

いう。 
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（３）入居者移転の状況 

入居者の移転を円滑に進めるため、市は先行して入居者との調整を進めている。先行

して実施している内容と移転支援業務の実施フローを次頁に示す。 

 

なお、本業務では、移転支援の各段階を下記のように定義している。 

ＳＴＥＰ０：市が入居者の意向を調整し、入居者が移転の種別（内部仮移転、外部仮

移転、住替え移転、退去）を選択（意思決定）する段階 

ＳＴＥＰ１：移転先の住戸を確保し、各入居者の移転先となる住戸を決定する段階 

ＳＴＥＰ２：決定した住戸への引越しや手続き等を行う段階 

 

業務開始時までに、市が STEP０の実施を完了する予定である。市は、業務開始後に PFI

事業者へ調整状況を共有する。PFI 事業者は、市から引継ぎを受けた各入居者の意向決定

を踏まえ、それぞれ STEP１、もしくは STEP２から、移転支援を行う。 
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（４）業務範囲 

PFI 事業者は、入居者移転支援業務として以下の業務を行うものとする。 

業務 業務対象時期または期間 概要 

ア 移転計画業

務 

・入居者移転支援業務の開始から、

全ての移転支援対象者の移転等

（新築住宅への移転、他の市営住

宅への住替え移転、または退去）

が完了するまで 

○必要な仮移転先数の整理 

○仮移転先等として利用可能な住

戸等の調査 

○移転計画の策定及び報告 

イ 内部仮移転

支援業務 

・入居者移転支援業務の開始から、

内部仮移転を行う仮移転者が旧

住宅から仮移転先に移転し、旧住

宅の住戸点検を完了するまで 

・完了期限：令和 10 年３月 31 日 

○内部仮移転説明会の実施 

○引越し日の調整等 

○仮移転先の鍵渡し 

○引越しの支援等 

ウ 外部仮移転

支援業務 

・入居者移転支援業務の開始から、

外部仮移転を行う仮移転者が旧

住宅から仮移転先に移転し、旧住

宅の住戸点検を完了するまで 

・完了期限：令和 10 年３月 31 日 

○仮移転先の確保 

○外部仮移転説明会（第１回）の実施 

○仮移転先の調整 

○外部仮移転説明会（第２回）の実施 

○引越し日の調整等 

○引越しの支援等 

エ 外部仮移転

に係る賃貸

借契約等支

援業務 

・仮移転承諾書（外部仮移転用）の

受領後から、本移転の終了後 1か

月まで 

・完了期限：令和 14 年４月 30 日 

○賃貸人と仮移転者との賃貸借契

約の支援 

○市と賃貸人との直接協定の支援 

○家賃等支払関連リストの作成 

○市から賃貸人への支払予定に関

する報告 

○仮移転先毀損時の調整・協議等の

支援 

○賃貸借契約の解除手続き支援 

オ 住替え移転

支援業務 

・入居者移転支援業務の開始から、

住替え移転者が旧住宅から住替

え先に移転し、旧住宅の住戸点検

を完了するまで 

・完了期限(Ｄ街区入居者)： 

令和 10 年３月 31 日 

・完了期限(Ｄ街区以外の入居者)： 

令和 13 年９月 30 日 

○住替え説明会の実施 

○引越し日の調整等 

○住替え先の鍵渡し 

○引越しの支援等 

カ 退去支援業

務 

・入居者移転支援業務の開始から、

退去者が旧住宅から退去先に退

○退去の手続きの支援 

○引越し日の調整等 
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業務 業務対象時期または期間 概要 

去し、旧住宅の住戸点検を完了す

るまで 

・完了期限(Ｄ街区入居者)： 

令和 10 年３月 31 日 

・完了期限(Ｄ街区以外の入居者)： 

令和 13 年９月 30 日 

（意向の変更等により完了期限以

降に発生した場合は随時対応） 

○引越しの支援等 

キ 本移転支援

業務 

・本移転説明会（第 1回）の準備の

開始から、本移転者が本移転先に

移転し、返還する住宅の住戸点検

を完了するまで 

・完了期限：令和 14 年３月 31 日 

○本移転説明会（第１回）の実施 

○本移転先抽選会の実施 

○本移転説明会（第２回）の実施 

○引越し日の調整等 

○本移転先の鍵渡し 

○引越しの支援等 

ク 市営住宅建

替えの広報

資料の作成

業務 

・入居者移転支援業務の開始から、

上記アからキの全ての業務が完

了するまでの間 

○ニュース案の作成、印刷、配布等 

ケ 社会資本整

備総合交付

金等申請関

係書類等の

作成支援業

務 

・本業務着手前から終了時までの間

で随時 

（ただし、部分払いを行う場合は、

支払い対象年度にも支援が必要） 

○補助金及び交付金関連書類等（入

居者移転計画の住棟別調書（移転

の実施年数等）、支払い根拠の積

算等）の作成に関し、交付対象額

及び交付金の算定根拠に係る各

種資料の作成等 

コ 会計実地検

査の支援業

務 

・受検対象となった時 

（ただし、事業期間中に限る） 

○資料作成や会計検査院への説明

補助等 

サ 入居者移転

支援業務を

実施する上

で必要とな

る関連業務 

・入居者移転支援業務の開始から、

上記アからキの業務が完了する

までの間 

○上記アからキの業務の他、本要求

水準書に定める事項 

○本要求水準書に記載のない事項

で、かつ、移転支援業務を実施す

る上で措置が必要な事項が生じ

るため、PFI 事業者と市が協議の

上、実施を定める事項 
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２ 業務全体に関する条件 

（１）業務実施体制 

ア 移転支援業務責任者の配置 

PFI 事業者は、移転支援業務全体を総合的に把握、管理、調整を行う「移転支援業

務責任者」を配置する。 

 

イ 移転支援業務責任者による業務マネジメント 

移転支援業務責任者は、市と各構成員及び協力企業を調整するとともに、各業務

の業務責任者をはじめとする従事者を管理監督する。 

移転支援業務責任者は、各業務の業務責任者が作成する「業務計画書」及び「業務

報告書」を確認し、市に提出する。 

移転支援業務責任者は、移転支援に係る要求水準の個々の内容を確認するための

「要求性能確認計画書」及び、セルフモニタリングの結果をとりまとめた「要求性

能確認報告書」を作成し、市に提出の上、要求水準の達成状況について確認を受け

る。 

 

（２）業務の進め方 

ア 「業務計画書」の作成及び提出 

業務実施に先立ち、入居者移転支援業務の各業務の開始日及び完了日、実施手順、

報告内容、並びに、移転期間（業務別の定義に基づく開始予定日と完了予定日）等を

示した「業務計画書」を作成する。また、「業務計画書」を市に提出し、要求水準書

（入居者移転支援業務編）に適合していること、並びに、PFI 事業者が要求水準書

（全体編、市営住宅整備業務、及び余剰地活用事業編）に基づき作成する事業計画

及び全体工程表に整合していること等の承諾を得る。 

なお、「業務計画書」を市に提出した後、内容を変更する場合及び市から指摘を受

けた場合は、速やかに修正、再提出の上、承諾を得るものとする。 

 

イ 「業務報告書」の作成 

（ア）業務報告書（月次） 

PFI 事業者は、要求水準書に基づき業務計画書において定める各業務の「移転期

間」の間、前月における業務実施状況及び問題の発生状況と対応等について記載

した業務報告書（月報）を作成し、毎月 10 日（土、日、休日の場合はその前の平

日）を期日として市に提出する。 

 

（イ）業務報告書（完了） 

移転計画業務、内部仮移転支援業務、外部仮移転支援業務、住替え移転支援業

務、退去支援業務、本移転支援業務について、各業務の終了時に、各業務の「業務

報告書」を作成し、市の確認を受ける。 
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（ウ）その他の報告（随時） 

PFI 事業者は、適宜、各種書類の受取状況、移転支援対象者の移転の状況（仮移

転、住替え移転、本移転、退去）を報告する。 

また、PFI 事業者は、移転期間内に移転支援対象者が移転できない可能性がある

場合、移転できない事由及び調査状況を速やかに報告する。 

 

ウ 定例会議の開催 

PFI 事業者は、移転支援業務の期間中、定例会議を毎月開催し、市と業務の進捗状

況を確認する。 

 

エ 移転者等の計画数の確認 

市が予算措置する家賃や、移転料の算出に必要な本移転者、仮移転者、住替え移

転者及び退去者の計画数について、随時、市と確認する。 

 

オ 関係団体との調整等 

業務を円滑に実施するため、市、入居者及び市が指定する下記の関係団体（その

他市と PFI 事業者が協議を行った上で追加する団体を含む。）との間で、必要な調整

や進捗確認等を行う。 

 

協議先 概要 

高知市営住宅の指定管理者 

（以下、「指定管理者」という。） 

・六泉寺町市営住宅を含む高知市営住宅の指定

管理を行う者 

六泉寺町市営住宅の各自治会 ・六泉寺町市営住宅の住民により構成される自

治会 

 

カ 市営住宅等の事業用の使用 

既存住宅の空き住戸または六泉寺町市営住宅の敷地を現場事務所等の事業用とし

て使用する場合、PFI事業者は事前に市と使用期間や使用方法等について協議する。

協議を踏まえ市が使用を許可する場合、PFI 事業者は、これを無償利用可能とする。 

また、入居者向けの説明会や相談会の会場として、六泉寺町市営住宅集会所を使

用する場合、PFI 事業者は、事前に六泉寺町市営住宅自治会と集会所の使用日や使用

方法等について協議し、協議を踏まえ自治会が使用を許可する場合、PFI 事業者は、

これを無償利用可能とする。 

  



8 

 

（３）入居者への対応 

ア 入居者への円滑な説明等 

説明会や相談会の開催や問い合わせ窓口の設置等に当たり、移転支援対象者がこ

れらへの参加または問い合わせを行いやすいよう、必要な対策を講じる。また、説

明会等への欠席者等に対しては、個別訪問等の対応を適宜行う。 

入居者に対して各種手続きに関する説明を丁寧に行う等、入居者移転支援業務の

円滑な実施に努める。特に、自ら手続きを行うこと等が困難な高齢者や障がい者等

の入居者に対しては十分な配慮を行い、適切な対応を行う。 

市及び指定管理者は、PFI 事業者が開催する説明会の状況や PFI 事業者と個々の

入居者との協議状況を把握するため、必要に応じて説明会や個別訪問等に同席する。 

 

イ 移転支援対象者の提出書類に関する指導等 

入居者移転支援業務の関連書類のうち、PFI 事業者が移転支援対象者に提出を求

めるものについて、提出の遅滞、誤記等の不備があれば、入居者に催促、修正等の指

示を行い、不備のない書類を速やかに受け取る。 

ただし、誤記等の不備の確認は、PFI 事業者、市、指定管理者が分担するものとし、

その範囲については協議により定める。 

また、関連書類を配付する際、移転支援対象者に対して返信を求める書類がある

場合は、料金受取人払いまたは切手貼付の返信用封筒を同封する。 

 

ウ 入居者の要望、苦情等への対応 

業務の実施に関して入居者から要望、苦情等を受けた場合、迅速かつ誠実に対応

し、その結果を速やかに市に報告する。 

また、業務範囲外の市営住宅の入居者から要望、苦情等を受けた場合、速やかに

市に報告し、対応について協議する。 

 

エ 記録の作成等 

PFI 事業者は説明会、相談会、個別訪問及び窓口対応等について、実施後に議事録

または記録を作成し、市に提出する。 

市及び指定管理者は、説明会、相談会及び個別訪問等について、必要に応じて、同

席する。 

 

オ 不適正居住者等への対応 

不適正居住者への対応は、市が行う。PFI 事業者が、入居者移転支援業務を遂行す

るなかで、新たに不適正居住者の可能性があるものを認識した場合は、その当否に

ついて市に確認を行うものとする。 
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カ 仮移転又は本移転を実施前の移転支援対象者に対する留意事項 

移転支援対象者が初回の移転を行う前の時点において、あらかじめ選択（意思決

定）していた移転の種別に変更を申し出た場合、市と対応を協議する。 

 

キ 仮移転を実施済みの仮移転者に対する留意事項 

仮移転を実施済みの仮移転者が、移転支援対象者があらかじめ選択（意思決定）

していた移転の種別に変更を申し出た場合、市と対応を協議する。 

なお、原則として、当該の者の住替え移転は認めない。 

また、退去の意向を表明した場合、当該の者は退去をもって移転支援対象者から

外れるものとし、それまでの間は「８ 退去支援業務」に準じて退去を支援するもの

とする。 

なお、当該の者が外部仮移転者の場合、「６ 外部仮移転に係る賃貸借契約等支援

業務」について、退去が完了し、かつ、賃貸借契約の解約が成立するまで遂行するも

のとする。 

 

ク 親族の住居等を仮移転先とする仮移転者に対する留意事項 

移転対象者が親族の住居等を仮移転先とすることを市が承諾した場合であっても、

当該の者は入居対象者とみなす。この場合の PFI 事業者の業務の範囲は、仮移転は

「４ 内部仮移転支援業務」に、本移転は「９ 本移転支援業務」に準ずるものとした

上、具体的には市と PFI 事業者が協議により定めるものとする。 

 

（４）防犯対策等 

ア 団地内のパトロール等 

仮移転や本移転の開始後は既存住宅に空き住戸が増加するため、空き住戸の閉鎖、

掲示板や柵の設置及びパトロール等、適切な防犯対策、ごみの不法投棄防止対策を

行う。 

なお、パトロール等の実施方法については、市と協議の上定めるものとする。 

 

イ 不法投棄の取り扱い 

移転時に事業区域内の不法投棄が発生した場合は、原則として PFI 事業者の費用

で撤去する。ただし、PFI 事業者が適切な対策を講じた上で再発するもの、または法

令上特別な処理を必要とするものや処理に多額の費用を要するものについては、市

と協議を行い、市が事前に承諾したものに限り、市が合理的な費用を負担する。 

引越し後の旧住宅または仮移転先の残置物については、移転支援対象者に通知し、

撤去を行わせること。ただし、PFI 事業者が適切な手続きを経たにもかかわらず撤去

されない期間が継続することにより、本事業の実施が困難になると見込まれる場合、

または残置物が移転支援対象者以外の者による場合は、市と協議を行い、市が事前

に了承したものに限り、市が合理的な費用を負担する。なお、改装（増築物を含む）
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の原状回復については、個々の対象者ごとに市に確認する。 

 

（５）移転期間内に移転が完了しないおそれがある場合の措置等 

ア 移転期間内に移転が完了しないおそれがある場合の措置 

各種説明会に欠席した入居者や、各種抽選会後も移転先が決定していない入居者

がいる等、移転期間内に移転等（仮移転、本移転、住替え移転または退去）が完了し

ないおそれがある場合は、以下の対応を行う。 

 

・個別訪問等を通じて当該入居者の意向や状況を把握した上で、本事業の内容

等を丁寧に説明し、移転期間内の転居を促す。 

・当該入居者との協議状況と遅延の状況について市に報告し、対応について協

議する。 

 

PFI 事業者が「業務計画書」に従って業務を遂行したにもかかわらず、移転支援対

象者の責めに帰すべき事由で移転期間内に移転支援対象者が移転、住替えまたは退

去できない場合は、市と対応を協議する。 

なお、移転支援対象者の責めに帰すべき事由とは次の事由をいう。 

・移転ができない程度の病気及び障害 

・失踪 

・長期入院 

・その他、収監、勾留や、移転支援対象者が合理的理由なく明渡しを拒否する

等、移転支援対象者の都合により移転が困難な場合 

 

イ 移転期間内に移転等が完了しないことに伴う事業遅延リスク 

移転期間内に移転等（仮移転、本移転、住替え移転または退去）が完了しないこと

による事業遅延リスクは、以下の通り、帰責事由等に基づき、分担する。 

・市の責めに帰すべき事由で、移転期間内に移転等が完了しない場合の事業遅

延リスクは、市が負うものとする。 

・PFI 事業者の移転支援対象者への対応不備等、PFI 事業者の責めに帰すべき事

由で、移転期間内に移転等が完了しない場合の事業遅延リスクは、PFI 事業者

が負うものとする。 

・不可抗力、法令変更の事由で、移転期間内に移転等が完了しない場合の事業

遅延リスクは、市が負うものとする。 

・上記以外の事由で、移転期間内に移転等が完了しない場合の事業遅延リスク

の分担は、市と PFI 事業者の協議によるものとする。 

 

ウ 想定外の事態への対応 

想定外の事態が発生した場合、あるいは発生が予測される場合、速やかに市に報
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告し、対応について協議する。ただし、緊急を要する場合は、PFI 事業者の判断で適

切に対応し、その結果を速やかに市に報告する。 

その他、業務の遂行に支障をきたすような重大な事態が発生した場合、速やかに

市に報告し、対応について協議する。 

 

（６）外部仮移転による仮移転先の不足するおそれがある場合の措置等 

ア 仮移転先の不足するおそれがある場合の措置 

要求水準及び事業提案により定められる期間内に外部仮移転による仮移転先の必

要数を確保することが困難となるおそれがある場合は、これを速やかに市に報告す

る。 

市は報告を踏まえ、事業遅延を防ぐために、STEP0 で定めていた「入居者が移転の

種別（内部仮移転、外部仮移転、住替え移転、退去）」の見直しを行うことを決定す

る。 

具体的な見直し内容（入居者の意向調整を含む）については、市と PFI 事業者が

協議し、適切に業務を分担して対応する。 

 

イ 業務内容の変更に伴うサービス対価の変更等 

見直しにより業務内容に変更が生じる場合、市と PFI 事業者は、業務内容及び帰

責事由を勘案の上、入居者移転支援業務に係るサービス対価の変更を協議するもの

とする。 

また、見直しにより事業遅延が生じた場合の措置は、「（５） イ 移転期間内に

移転等が完了しないことに伴う事業遅延リスク」によるものとする。 

 

 

（７）その他留意事項 

ア 個人情報保護 

個人情報保護に留意し、セキュリティ管理に遺漏のない設備体制をとる（施錠で

きる書庫、金庫、パソコンのワイヤーロック等）。現場対応等で個人情報を事務所か

ら持ち出す際は、必要最小限とし、個人情報の紛失が生じないよう万全の体制をと

る。 

 

イ 法令等の遵守 

公営住宅法、借地借家法、宅地建物取引業法、個人情報の保護に関する法律、高知

市営住宅条例及び同施行規則、その他、入居者移転支援業務に関連する諸法令を遵

守する。 
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３ 移転計画業務 

（１）業務期間 

入居者移転支援業務の開始から、全ての移転支援対象者の移転等（新築住宅への移転、

他の市営住宅への住替え移転、または退去）が完了するまでとする。 

 

（２）業務内容 

以下の各号の調査等を行う。 

 

ア 必要な仮移転先数の整理 

別紙１「入居者等の情報」及び最新の入居状況より、必要な仮移転先数を整理し、

市に報告する。 

 

イ 仮移転先として利用可能な住戸等の調査 

外部移転による仮移転先として利用可能な民間賃貸住宅を調査し、その結果を市

に報告する。 

また、入居者移転支援業務の進捗に応じて、適宜、必要となる再調査（時点修正

等）を行い、その結果を市に報告する。 

 

ウ 移転計画の策定及び報告 

移転等（仮移転、住替え、退去及び本移転）の計画数及びスケジュールを確定し、

市に報告する。なお、市営住宅整備業務の進捗に応じてスケジュール変更の必要が

生じた場合は、速やかに市に報告し、対応について協議の上、移転計画を修正し、市

に報告する。 
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４ 内部仮移転支援業務 

（１）業務の概要 

内部仮移転支援業務は、下図のアからエの業務を行う。 

なお、「STEP１ 仮移転先の決定」は、市が実施済みであるため、PFI 事業者は「STEP２ 

移転手続き・引越し」に関する業務を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ア 内部仮移転説明会 

・ 内部仮移転説明会の実施 

・ 入居申込みに関する書類の回収 

仮移転先への入居許可 

エ 引越しの支援等 

・ 引越し業者の手配等 

 

 

・ 旧住宅の住戸点検等 

イ 引越し日の調整等 

ウ 仮移転先の鍵渡し 

仮移転先への入居開始 

旧住宅の明け渡し 
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（２）業務期間 

ア 業務期間 

入居者移転支援業務の開始から、内部仮移転を行う仮移転者が旧住宅から仮移転

先に移転し、旧住宅の住戸点検を完了するまでとする。 

内部仮移転支援業務の期限は、令和 10 年３月 31日とする。 

 

イ 各業務項目の期間 

事業説明会の実施予定日から内部仮移転の完了予定日までの期間は、以下の条件

を満たすものとして、「業務計画書」に定める期間とする。 

 

・PFI 事業者が要求水準書（全体編、市営住宅整備業務編及び余剰地活用事業編）

に基づき作成する事業計画及び全体工程表と整合する。 

・支援の対象者が、移転等に関する判断や手続きの処理に当たり、合理的に必要

十分と考えられる期間を確保する。 

 

業務名 期間 

ア 内部仮移転説明会の実施 最初の仮移転開始日から４か月前まで 

イ 引越し日の調整等 内部仮移転説明会の実施日から移転開始日まで 

ウ 仮移転先の鍵渡し 内部仮移転説明会の実施日から移転開始日まで 

エ 引越しの支援 仮移転開始後、引越し日の調整完了者より適宜 

 

 

（３）業務の対象者 

内部仮移転支援の対象者は、新築住宅への入居を予定している新築住宅等整備用地（Ｄ

街区）の入居者で、内部仮移転が決定した者とする。 

 

（４）業務内容 

ア 内部仮移転説明会の実施 

次の（ア）及び（イ）に示すとおり説明会を行う。 

開催に当たっては、規模、アクセス等、適切な場所を確保し、必要な日程調整や資

料作成を行う。また、実施方法について、市及び指定管理者と事前に協議する。 

なお、移転先への入居申込みに関する書類の作成の一部については、市または指

定管理者が担当する。PFI 事業者が仮移転者より書類についての問い合わせを受け

た場合は、必要に応じて市または指定管理者に対応を確認の上、処理する。 

PFI 事業者は、仮移転先への入居申込みに関する書類を、内部移転説明会の開催以

降（開催中を含む。）、速やかに回収する。 

また、移転説明会の開催後、実施報告書を作成し、市に報告する。 

 



15 

 

（ア）内部仮移転説明会の実施内容 

・内部仮移転説明会の会場確保及び設営 

・内部仮移転説明会開催案内の作成及び事前配付 

・仮移転先への入居申込みに関する書類の事前配付 

・内部仮移転説明会資料の作成及び事前配付 

・入居申込みに関する書類の回収、内容確認及び修正指示 

 

（イ）内部仮移転説明会の説明内容 

・本事業の全体計画 

・仮移転先への入居申込みに関する書類の記入方法 

・内部仮移転のスケジュール 

・移転支援策（移転料の支払い等） 

・内部仮移転に関する事務手続き 

・仮移転に伴う住民票の異動等に関する手続き 

 

（ウ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

内部仮移転説

明会 

開催案内 

任意様式 

内部仮移転説明会

の概要、説明内容を

記載した案内書類 

①資料を作成する。 

②説明会の実施２週間前を目

安に配付する。 

市営住宅入居

申込書 
別紙３－１ 

仮移転者が仮移転

先の決定を受諾し、

決定した仮移転先

への入居を申し込

む一連の書類 

①書類を作成する。 

②内部仮移転説明会開催に先

行して配付する。 

③PFI 事業者は市または指定

管理者と協力し、書類を回

収する。 

請書 別紙３－２ 

遵守事項誓約

書 
別紙３－３ 

滞納整理に関

する調査同意

書 

別紙３－４ 

誓約書 別紙３－５ 

市営住宅の返

還方法の案内 
別紙３－６ 

書面をもって返還

方法の説明を行い、

内容について誓約

する旨を確認する

資料 

請求（見積）書 別紙３－７ 

移転補償費の支払

い手続きに関する

資料 

移転費の前払

いの申請及び

敷金の納入に

ついて 

別紙３－８ 

移転費の完了

払いの申請及

び敷金の納入

別紙３－９ 
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書類名称 様式 内容 手順 

について 

市営住宅返還

に伴う家財処

分承諾書 

別紙３－10 

家財処分に関して

承諾した旨を記名

押印にて確認する

資料 

 

 

イ 引越し日の調整等 

PFI 事業者は、仮移転者の仮移転先への引越し日の調整を行うとともに、仮移転者

全員の引越し日の調整状況を適宜、市及び指定管理者へ報告する。 

市は、PFI 事業者と協議の上、仮移転先の鍵渡し日（仮移転者の仮移転先への入居

日）、引越し日、旧住宅の明け渡し日（期限）を決定し、PFI 事業者はこれを仮移転

者に通知する。 

 

関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

入居日・引越

日・明渡期限

通知書 

任意様式 

仮移転先への入居

日及び引越し日、旧

住宅の明け渡し期

限を通知する書類 

①市または指定管理者が作成

する書類を受領する。 

②書類の受領後、速やかに交

付する。 

 

ウ 仮移転先の鍵渡し 

仮移転先の鍵渡しに当たり、日を定めて仮移転者を参集の上、（ア）に記載する事

項を実施する。PFI 事業者は、規模、アクセス等、適切な場所を確保し、必要な日程

調整や資料作成を行う。また、実施方法について、市及び指定管理者と事前に協議

する。 

なお、入居許可に関する書類の作成は市または指定管理者が行う。仮移転先への

入居申込みに関する書類訂正の指導は、必要に応じて対応を市または指定管理者に

確認の上、PFI 事業者が担当する。 

また、鍵渡しの開催後、実施報告書を作成し、市に報告する。 

 

（ア）実施内容 

・鍵渡しの会場確保及び設営 

・鍵渡しのお知らせの作成及び事前配付 

・仮移転者から提出済みの書類訂正の指導（必要な場合） 

・仮移転先の鍵渡し及び鍵受領書の受領 

・移転完了に関する資料の配付 
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（イ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

鍵渡しの 

お知らせ 
任意様式 

鍵渡しの概要を記

載した案内書類 

①資料を作成する。 

②鍵渡しの実施２週間前を目

安に配付する。 

仮移転先の 

鍵受領書 
別紙３－11 

仮移転者が仮移転

先の鍵を受領した

ことを証する書類 

①書類を作成する。 

②鍵渡し会場にて、配付する。 

③仮移転者が記入した書類

を、鍵と引き換えに受け取

る。 

④内容確認後、速やかに市に

提出する。 

鍵受領に 

関する委任状 

※該当者のみ 

別紙３－12 

市営住宅 

返還届 
別紙３－13 

市営住宅の返還に

関する届出 

市営住宅入居

者等異動等届

出書 

別紙３－14 

仮移転による入居

者の異動に関する

届出 

 

エ 引越しの支援等 

（ア）引越し業者の手配等 

仮移転者に対し、引越しサービスを提供する（引っ越し業者への委託または直

接実施による）。 

仮移転者のうち希望者に対しては、一般廃棄物処理業者等を斡旋する等により、

円滑な明け渡しを支援する。 

PFI 事業者自ら、希望者に対し、家財等の廃棄等を支援することは妨げない。た

だし、支援の対象者や内容について基準を設ける等、移転支援対象者の間の公平

性に配慮すること。 

 

（イ）旧住宅の住戸点検等 

仮移転者の引越し完了後、仮移転者より旧住宅の鍵を受け取る。 

また、仮移転者より、市営住宅返還届、市営住宅返還に伴う家財処分承諾書を

受け取り、記載内容を確認する。取得した書類を市に提出する。 

仮移転者より鍵を受け取った後、速やかに旧住宅の検査（屋内外の残財の処分

確認等）を実施する。 

検査の結果、仮移転者が処分すべき物品等を残置していることが明らかになっ

た場合は、当該の仮移転者にその状況を示し、改めて期日を定めて処分を指示す

る。 

改装（増築物を含む）の原状回復については、個々の対象者ごとに市に確認す

る。 

検査の終了後、市に住戸点検の結果を報告するとともに、旧住宅の鍵を提出す

る。  
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移
転
手
続
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・
引
越
し 

５ 外部仮移転支援業務 

（１）業務の概要 

外部仮移転支援業務について、下図の業務フローに示すアからカの業務を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１ 

住
居
の
決
定 

イ．外部仮移転説明会（第１回）の実施 

・ 外部仮移転説明会（第１回）の実施 
・ 希望仮移転先等申請書の回収 

ア．仮移転先

の確保 

ウ．仮移転先の調整 

・ 物件の希望の確定 

・ 仮移転先決定通知書の送付 

・ 仮移転承諾書の受領 

・ 契約締結の支援 

・ 賃貸借契約書の写しの受領 

エ．外部仮移転説明会（第２回）の実施 

・ 外部仮移転説明会（第２回）の実施 
・ 入居申込みに関する書類の回収 

オ．引越し日の調整等 

カ．引越しの支援等 
・ 引越し業者の手配等 
 
 
・ 住宅の住戸点検等 

仮移転先の決定 

仮移転先への入居開始 

旧住宅の明け渡し 
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（２）業務期間 

ア 業務期間 

入居者移転支援業務の開始から、外部仮移転を行う仮移転者が旧住宅から仮移転

先に移転し、旧住宅の住戸点検を完了するまでとする。 

外部仮移転支援業務の期限は、令和 10 年３月 31日とする。 

 

イ 各業務項目の期間 

事業説明会の実施予定日から外部仮移転の完了予定日までの期間（移転期間）は、

以下の条件を満たすものとして、「業務計画書」に定める期間とする。 

 

・PFI 事業者が要求水準書（全体編、市営住宅整備業務編及び余剰地活用事業編）

に基づき作成する事業計画及び全体工程表と整合する。 

・支援の対象者が、移転等に関する判断や手続きの処理に当たり、合理的に必要

十分と考えられる期間を確保する。 

 

業務名 期間 

ア 仮移転先の確保 事業契約締結後、速やかに実施 

イ 外部仮移転説明会（第１回）の

実施 

最初の仮移転開始日から４か月前まで 

ウ 仮移転先の調整 仮移転説明会後から、移転開始日まで 

エ 外部仮移転説明会（第２回）の

実施 

最初の仮移転開始日から２か月前まで 

オ 引越し日の調整等 仮移転承諾書（外部仮移転用）の受理後から、移転

開始日まで 

カ 引越しの支援等 仮移転開始後、引越し日の調整完了者より適宜 

 

（３）支援の対象者 

外部仮移転支援の対象者は、新築住宅への入居を予定している新築住宅等整備用地（Ｄ

街区）の入居者で、外部仮移転の意思を持つ者とする。 

 

（４）業務内容 

ア 仮移転先の確保 

（ア）及び（イ）に示すとおり、市と協議の上、外部仮移転対象者用の仮移転先及

び必要に応じて、仮駐車場の確保を行う。（以下、「仮移転先等」という。）確保に当

たっては、市の定める仮移転先等の条件を満たす物件の中から、入居者のニーズに

応じた選択肢を数多く提示できるものにするため、必要数を考慮し、十分な物件を

用意する。 

候補リストを作成する。物件を確保する上では、高齢者や障がい者、就学児童の
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いる世帯等の状況にも配慮すること。 

移転先の確保にあたり、貸主が仮移転先の改修を行う場合、必要に応じて改修補

助費を支払う。なお、改修補助費は PFI事業者が負担する。 

 

（ア）実施内容 

・仮移転先等の候補リストの作成 

・貸主または不動産仲介事業者の斡旋 

・仮移転先仲介手数料の支払い 

・仮移転先改修補助費の支払い 

・物件の変動に伴う候補リストの更新 

 

（イ）市の定める仮移転先等の条件 

住戸面積や間取りは、現住戸と同程度の物件が中心となるように努めること。

なお、参考情報として、新築住宅への入居希望者（内部仮移転及び外部仮移転対

象者）の対象世帯数と駐車場利用世帯数、現住戸の間取りを以下に示す（令和７

年８月意向調査結果）。 

 

間取り 対象世帯数 
うち駐車場利用

世帯数 

２Ｋ（33.8～37.2 ㎡） 24 世帯 14 世帯 

３Ｋ（40.3～41.6 ㎡） 21 世帯 8 世帯 

合計 45 世帯 22 世帯 

 

 

仮移転先の家賃は、「６ 外部仮移転に係る賃貸借契約等支援業務」「ウ 仮移

転先の家賃等の上限」に示す金額を上限とすること。 

 

賃貸人が、賃貸借契約書の特記事項として、「６ 外部仮移転に係る賃貸借契約

等支援業務」に定める特約事項どおりの内容を定めることを認め、市との間で別

紙６「直接協定書」を締結することを承諾していること。 

 

市の定める条件を満たす物件が必要数に満たない場合は、代替となる仮移転先

候補等とあわせて市に提案し、協議すること。 
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イ 外部仮移転説明会（第１回）の実施 

（ア）及び（イ）に示すとおり説明会を行う。 

開催に当たっては、規模、アクセス等、適切な場所を確保し、必要な日程調整や資

料作成を行う。また、実施方針について、市及び指定管理者と事前に協議する。 

PFI 事業者は、希望仮移転先等申請書を、外部仮移転説明会（第１回）開催以降（開

催中を含む。）、速やかに回収する。 

また、移転説明会の開催後、実施報告書を作成し、市に報告する。 

 

（ア）外部仮移転説明会（第１回）の実施内容 

・外部仮移転説明会（第１回）の会場確保及び設営 

・外部仮移転説明会（第１回）開催案内の作成及び事前配付 

・外部仮移転説明会（第１回）資料の作成及び配布 

・仮移転先等リストの作成及び事前配付 

・希望仮移転先等申請書の回収、内容確認及び修正指示 

 

（イ）外部仮移転説明会（第１回）の説明内容 

・本事業の全体計画 

・新築住宅への本移転までの工程 

・仮移転先等の条件、候補リスト 

・住戸希望等に関する書類の記入方法 

・仮移転先等の決定方法 

 

（ウ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

外部仮移転説

明会（第１回） 

開催案内 

任意様式 

説明会の概要（日

時、場所、内容等）

を記載した案内書

類 

①資料を作成する。 

②説明会の実施２週間前を目

安に配付する。 

仮移転先等リ

スト 
任意様式 

仮移転先候補の物

件及び駐車場のリ

スト（住所、間取り

等を記載） 

①書類を作成する。 

②外部仮移転説明会（第１回）

開催に先行して配付する。 

希望仮移転先

等申請書 
任意様式 

仮移転先等の希望

を把握するための

書類 

候補リスト以外の

仮移転先等の入居

者の希望物件も把

握できるようにす

る 

①書類を作成する。 

②外部仮移転説明会（第１回）

開催に先行して配付する。 

③PFI 事業者は市または指定

管理者と協力し、書類を回

収する。 
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ウ 仮移転先の調整 

外部仮移転対象者から希望仮移転先申請書を回収し、申請の内容に基づき仮移転

先の決定を行う。 

候補リスト以外の仮移転先等を希望する外部仮移転対象者については、市が定め

る仮移転先等の条件に合致しているかを確認し、合致する場合は認め、賃貸主との

契約内容に関しては、「６ 外部仮移転に係る賃貸借契約等支援業務」に整合させる。

合致しない場合には市と協議の上、再検討を通知するなどの対応を行う。 

希望者が複数いる仮移転先等については、PFI 事業者の提案内容を踏まえ、市と協

議して定める方法により調整を行い、物件の希望を確定すること。 

物件の希望が確定した対象者には、仮移転先決定通知書を送付する。「６ 外部仮

移転に係る賃貸借契約等支援業務」に基づき、仮移転者から仮移転承諾書（外部仮

移転用）を受領するとともに、賃貸人と仮移転者との契約の締結を支援する。また、

仮移転先の決定状況を随時市に報告する。 

賃貸人と仮移転者との契約の締結後、賃貸借契約書の写しを仮移転者から受領し、

市に提出する。契約の締結が完了することをもって仮移転先の決定とする。 

 

（ア）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

仮移転先決定

通知書 
任意様式 

希望仮移転先等申

請書での申請内容

に基づき、仮移転先

が確定した旨を記

載した書類 

①書類を作成する。 

②物件の希望が確定した対象

者に書類を送付する。 

仮移転承諾書 

（外部仮移転

用） 

別紙４ 

決定した仮移転先

に仮移転すること

ならびに賃貸借契

約における特約事

項等を書諾する書

類 

①書類を作成する。 

②物件の希望が確定した対象

者に書類を送付する。 

③記入・押印した書類を回収

する。 

賃貸借契約書

の写し 
任意様式 

仮移転先の賃貸人

と、入居する仮移転

者の賃貸借条件を

定めた契約書の写

し 

①外部仮移転者から回収す

る。 

 

エ 外部仮移転説明会（第２回）の実施 

次の（ア）及び（イ）に示すとおり説明会を行う。 

開催に当たっては、規模、アクセス等、適切な場所を確保し、必要な日程調整や資

料作成を行う。また、実施方法について、市及び指定管理者と事前に協議する。 

なお、移転先への入居申込みに関する書類の作成の一部については、市または指

定管理者が担当する。PFI 事業者が仮移転者より書類についての問い合わせを受け

た場合は、必要に応じて市または指定管理者に対応を確認の上、処理する。 
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PFI 事業者は、仮移転先への入居申込みに関する書類を、外部移転説明会（第２回）

の開催以降（開催中を含む）、速やかに回収する。 

また、外部移転説明会（第２回）の開催後、実施報告書を作成し、市に報告する。 

 

（ア）外部仮移転説明会（第２回）の実施内容 

・外部仮移転説明会（第２回）の会場確保及び設営 

・外部仮移転説明会（第２回）開催案内の作成及び事前配付 

・仮移転先への入居申込みに関する書類の事前配付 

・外部仮移転説明会（第２回）資料の作成及び事前配付 

・入居申込みに関する書類の回収、内容確認及び修正指示 

 

（イ）外部仮移転説明会（第２回）の説明内容 

・仮移転先への入居申込みに関する書類の記入方法 

・外部仮移転のスケジュール 

・移転支援策（移転料の支払い等） 

・外部仮移転に関する事務手続き 

・仮移転に伴う住民票の異動等に関する手続き 

 

（ウ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

外部仮移転説

明会（第２回） 

開催案内 

任意様式 

外部仮移転説明会

（第２回）の概要、

説明内容を記載し

た案内書類 

①資料を作成する。 

②説明会の実施２週間前を目

安に配付する。 

請求（見積）書 別紙３－７ 

移転補償費の支払

い手続きに関する

資料 

①書類を作成する。 

②外部仮移転説明会（第２回）

開催に先行して配付する。 

③PFI 事業者は市または指定

管理者と協力し、書類を回

収する。 

移転費の前払

いの申請及び

敷金の納入に

ついて 

別紙３－８ 

移転費の完了

払いの申請及

び敷金の納入

について 

別紙３－９ 

市営住宅返還

に伴う家財処

分承諾書 

別紙３－10 

家財処分に関して

承諾した旨を記名

押印にて確認する

資料 

 

オ 引越し日の調整等 

PFI 事業者は、仮移転者の仮移転先への引越し日の調整を行うとともに、仮移転者

全員の引越し日の調整状況を適宜、市及び指定管理者へ報告する。 

市は、PFI 事業者と協議の上、引越し日、旧住宅の明け渡し日（期限）を決定し、

PFI 事業者はこれを仮移転者に通知する。 
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関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

入居日・引越

日・明渡期限

通知書 

任意様式 

仮移転先への入居

日及び引越し日、旧

住宅の明け渡し期

限を通知する書類 

①市または指定管理者が作成

する書類を受領する。 

②書類の受領後、速やかに交

付する。 

市営住宅 

返還届 
別紙３－13 

市営住宅の返還に

関する届出 ①書類を作成する。 

②引越日・明渡期限通知書と

合わせて配付する。 

③仮移転者が記入した書類を

速やかに受け取る。 

④内容確認後、速やかに市に

提出する。 

市営住宅入居

者等異動等届

出書 

別紙３－14 

仮移転による入居

者の異動に関する

届出 

口座振替申出

書 
別紙３－15 

敷金返還の支払い

手続きに関する資

料 請求（見積）書 別紙３－７ 

 

カ 引越しの支援等 

（ア）引越し業者の手配等 

仮移転者に対し、引越しサービスを提供する（引っ越し業者への委託または直

接実施による）。 

仮移転者のうち希望者に対しては、一般廃棄物処理業者等を斡旋する等により、

円滑な明け渡しを支援する。 

PFI 事業者自ら、希望者に対し、家財等の廃棄等を支援することは妨げない。た

だし、支援の対象者や内容について基準を設ける等、移転支援対象者の間の公平

性に配慮すること。 

 

（イ）旧住宅の住戸点検等 

仮移転者の引越し完了後、仮移転者より旧住宅の鍵を受け取る。 

また、仮移転者より、市営住宅返還届、市営住宅返還に伴う家財処分承諾書を

受け取り、記載内容を確認する。取得した書類を市に提出する。 

仮移転者より鍵を受け取った後、速やかに旧住宅の検査（屋内外の残財の処分

確認等）を実施する。 

検査の結果、仮移転者が処分すべき物品等を残置していることが明らかになっ

た場合は、当該の仮移転者にその状況を示し、改めて期日を定めて処分を指示す

る。 

改装（増築物を含む）の原状回復については、個々の対象者ごとに市に確認す

る。 

検査の終了後、市に住戸点検の結果を報告するとともに、旧住宅の鍵を提出す

る。 
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６ 外部仮移転に係る賃貸借契約等支援業務 

（１）業務期間 

仮移転承諾書（外部仮移転用）の受領後から、本移転の終了後 1か月までとする。 

 

（２）外部仮移転に係る賃貸借契約及び家賃等の支払いの考え方 

ア 仮移転先の賃貸借契約 

外部仮移転に係る仮移転先の賃貸人を貸主、仮移転者を借主とする賃貸借契約を

締結する。 

仮移転者は、賃貸借契約に基づく家賃・共益費・駐車場使用料及び保証金または

敷金並びに礼金（以下、「家賃等」という。）を負担する。 

 

イ 市による外部仮移転に係る補償 

市は、仮移転期間中、仮移転者に対し、外部仮移転に係る補償費として、仮移転者

が賃貸人に支払う家賃と、仮移転前に市に支払っていた家賃（以下「従前家賃」とい

う。）との差額（以下「家賃差額補填分」という。）を補填する。 

ただし、家賃差額補填分は月額 49,000 円を上限とする。（一部例外がある。これ

については入居者移転支援業務の開始後に市に確認するものとする。） 

なお、共益費及び駐車場使用料は原則として補償費の対象とならない。 

 

参考：従前家賃の実績（令和７年度） 

 最小金額 最大金額 平均値 

従前家賃 5,400 円 21,700 円 9,026 円 

※ 家賃差額補填分の算出における従前家賃は、旧住宅の最終家賃で据え置きとす

る（毎年度の更新なし）。 

 

ウ 仮移転先の家賃等の上限 

原則として、仮移転先の家賃等の上限は、月額の従前家賃等と家賃差額補填分と

の合計額とする。 

 

エ 市による仮移転先の家賃等の立替え 

市は、仮移転期間中、仮移転先の賃貸借契約に基づき、仮移転者に支払う家賃等

及び預け入れる保証金または敷金並びに礼金を、市が仮移転者（賃借人）に代わり

立て替えて支払う。賃貸人が、市が立て替えた保証金または敷金を返還するに当た

っては、市がこれを受領する。 

仮移転者は、市に対し、家賃のうち市が負担する家賃差額補填分を控除した額（以

下、「仮移転者負担分」という。）、共益費及び駐車場使用料の合計額を支払う。 

また、仮移転者が賃貸人より仮移転先の原状回復費の請求を受け、これを市が立

て替えた場合、仮移転者は、市に対し、市が立て替えた費用を支払う。 
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オ PFI 事業者による仮移転先の家賃等の支払いに関する事務手続きの調整等 

PFI 事業者は、下図に示す「市と賃貸人との間の支払い」及び「仮移転者から市へ

の支払い」に関する事務手続きを調整する（収納・徴収等には関与しない。）。 

 

図 PFI 事業者が調整を行う支払いの関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 関係者間の契約等 

外部仮移転に係る関係者間の契約等は下図のとおりである。 

 

図 賃貸借契約における関係図 

 

 

  

賃貸借契約の開始時 

Ａ-1 保証金または敷金並びに礼金 

賃貸借契約の期間中 

Ａ-1 家賃・共益費・駐車場使用料 

Ｂ-1 
家賃・共益費・駐車場使用料 
仮移転者負担分 

Ｃ-1 
仮移転者が、仮移転先を毀損 
した場合の修繕費 

賃貸借契約の終了時 

Ａ-2 保証金返還金または敷金返還金 

Ｂ-1 
Ｃ-1 

原状回復費の仮移転者負担分 

 

PFI 事業契約 
・PFI 事業者による入居者移転支援業

務（下記含む）の実施 
①賃貸人と仮移転者との間の賃貸借
契約の締結支援 

②市による家賃等の立て替えに係る
支払いの調整等 

仮移転承諾 
・下記に係る承諾 

①既存住宅から仮移転先への仮移転 
②仮移転先との賃貸借契約の締結 
③市による家賃等の立て替え 
④PFI 事業者による支払いの調整等 

賃貸借契約 
・仮移転先の賃貸借 
・下記に係る取り決め 

①市による家賃等の立て替え 
②PFI 事業者による支払いの調整等 

直接協定 
・下記に係る取り決め 

①市による家賃等の立て替え 
②PFI 事業者による支払いの調整等 

 

高知市 

PFI 事業者 

仮移転者 賃貸人 

PFI 事業契約 

仮移転承諾 直接協定 

賃貸者契約 

高知市 

PFI 事業者 

仮移転者 賃貸人 

支払 

Ｂ-1 

支払 

Ａ-1 

支払 

Ａ-2 

支払Ｃ-1 
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（３）業務内容 

PFI 事業者は、仮移転先の賃貸借契約の締結等を支援するとともに、仮移転期間中

における賃貸人及び仮移転者との窓口を担う。 

また、仮移転期間中に仮移転者が賃貸人に対し負担する家賃等の支払いに関する

事務手続きを調整する。 

このほか、市、仮移転者及び賃貸人等に対し、賃貸借契約の締結に伴い必要な調

整、説明等を行う。 

 

ア 賃貸人と仮移転者との賃貸借契約の支援 

（ア）別紙４の仮移転承諾書（外部仮移転用）を受領し、仮移転日が確定した外部仮

移転の対象者より、随時賃貸借契約の締結を支援する。 

（イ）賃貸借契約は、仮移転先の賃貸人と仮移転者との間で契約を締結するものと

し、必要に応じて仲介業者を含めて締結する。ただし、PFI 事業者が仮移転先

の賃貸人である場合には、この限りではない。 

（ウ）賃貸借契約は、中途解約条項付の普通借家契約とする。なお、中途解約の予告

期間は可能な限り短期となるように努めるものとし、最長 3 か月以内とする。 

（エ）賃貸借契約書には、別紙５「賃貸借契約書に記載を求める特約事項」（以下に

概要を示す。）を明記する。 

保証金・家賃

等の立替払

い 

・仮移転期間中の家賃等は、市が仮移転者（賃借人）に代わ

り立て替えて支払うこと。また、PFI 事業者が市による賃

貸人への支払いに関する事務手続きを調整すること。 

・仮移転者が、仮移転先を毀損した場合は、仮移転者が直接

賃貸人に修繕費を支払うこと。 

賃借人死亡

時の契約終

了と継続入

居 

・賃借人死亡時には本賃貸借契約は終了するが、市が同居者

に継続入居を許可した場合、賃貸人は同一内容の新契約を

締結すること。また、同契約における保証金または敷金に

関する法律関係は新契約に承継されること。 

契約終了後

の保証金・敷

金の返還 

・契約終了後の保証金または敷金の返還につき、市が返還を

請求し受領することを賃貸人と仮移転者の両者が承諾す

ること。また、PFI 事業者が賃貸人による市への返還に関

する事務手続きを調整すること。 

・賃貸人は市が立て替えた敷金・保証金のうち、原状回復費

の精算ため控除した金額（市が立て替えて支払った原状回

復費と同義）を市に支払うこと。 
・原状回復費が、保証金・敷金をもって精算する金額を控除

してなお残額がある場合、仮移転者が直接賃貸人に当該残

額を支払うこと。 

苦情・請求等

の伝達等 

・本賃貸借契約に関する苦情、抗議、請求等があるときは、

日常的な連絡を除き、原則として PFI 事業者を通じてその

伝達を行うこと。また、賃貸人及び賃借人は PFI 事業者を

通じて、その解決に努めるべく協議すること 

 

（オ）賃貸借契約の締結に当たっては、その内容について市に確認を得る。また、外
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部仮移転の対象者への説明等を十分に行う。 

（カ）仮移転者の入居前に、仮移転先の住戸内を撮影する等、修繕費・原状回復費等

に関するトラブルを予防する適切な措置を講じる。 

（キ）賃貸借契約に伴う仲介手数料は、PFI 事業者の負担とする。 

（ク）賃貸人が、賃貸借契約の締結を目的として仮移転先となる住戸の修繕を行う

に当たり、PFI 事業者が自らの費用負担でこれを補助する場合、市はこれを妨

げない。 

（ケ）PFI 事業者または入居者移転支援企業が転貸人となり、仮移転者に転貸借する

ことも可とする。この場合、本要求水準書に記載する「賃貸人」を「転貸人」

に読み替えるものとする。 

 

イ 市と賃貸人との直接協定の支援 

（ア）仮移転先についての賃貸借契約の締結とあわせて、市と賃貸人が別紙６「直

接協定書」（以下に主な記載事項を示す。）を締結するに当たり、内容の説明

や書類の授受等の必要な支援を行う。 

保証金・家賃

等の立替払

い 

・仮移転期間中の家賃等は、市が仮移転者（賃借人）に代わ

り立て替えて支払うこと。また、PFI 事業者が市による賃

貸人への支払いに関する事務手続きを調整すること。 

・仮移転者が、仮移転先を毀損した場合は、仮移転者が直接

賃貸人に修繕費を支払うこと。ただし、仮移転者が修繕費

を直接賃貸人に支払わない場合に限り、市が合理的範囲で

立て替えて支払うものとし、その支払いに関する事務手続

きは PFI 事業者が調整すること。 

賃借人死亡

時の契約終

了と継続入

居 

・賃借人死亡時には本賃貸借契約は終了するが、市が同居者

に継続入居を許可した場合、賃貸人は同一内容の新契約を

締結すること。また、同契約における保証金または敷金に

関する法律関係は新契約に承継されること。 

契約終了後

の保証金・敷

金の返還 

・契約終了後の保証金または敷金の返還につき、市が返還を

請求し受領することを賃貸人と仮移転者の両者が承諾す

ること。また、PFI 事業者が賃貸人による市への返還に関

する事務手続きを調整すること。 

・原状回復費が、保証金・敷金をもって精算する金額を控除

してなお不足する場合、仮移転者が直接賃貸人に当該不足

分を支払うこと。ただし、仮移転者が当該不足分を直接賃

貸人に支払わない場合に限り、市が合理的範囲で立て替え

て支払うものとし、その支払いに関する事務手続きは PFI

事業者が調整すること。 

苦情・請求等

の伝達等 

・本賃貸借契約に関する苦情、抗議、請求等があるときは、

日常的な連絡を除き、原則として PFI 事業者を通じてその

伝達を行うこと。また、賃貸人及び賃借人は PFI 事業者を

通じて、その解決に努めるべく協議すること 

市による調

査への協力 

・苦情や保証金または敷金の返還に関する問題が生じた場

合、市は PFI 事業者を通じて住戸状況の確認や事情聴取等

の調査を行い、賃貸人はこれに協力すること。 
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ウ 家賃等支払関連リストの作成 

（ア）賃貸借契約を締結した外部仮移転の対象者について、下記を記載したリスト

を作成し、市に提出する。 

・仮移転対象者名 

・仮移転先の住所、賃貸人 

・駐車場の利用有無、仮移転先と別契約の場合の駐車場の住所、賃貸人 

・契約日、仮移転（使用開始日）、契約終了予定日 

・保証金または敷金並びに礼金の額 

・家賃、共益費、駐車場使用料の額 

・家賃等の入居者負担分の額 

・家賃等の市負担分の額 

 

エ 市から賃貸人への支払い予定に関する報告 

（ア）PFI 事業者は、賃貸借契約等に基づき、市が賃貸人に支払う家賃等につき、市

に対し、月別の総額、内訳及びこれらの賃貸借契約書等の根拠資料を示して、

当該月の前々月 10 日までに報告する。市は本報告を確認のうえ、支払いの期

限（当該月の前月末等）までにその額を賃貸人に支払うものとする。 

（イ）PFI 事業者は、（ア）の報告日以降に市から賃貸人への支払額に変更があった

場合は、速やかに本市に連絡し、市と賃貸人との間の支払いに関する事務手

続きの調整を行うものとする。 

 

オ 仮移転先毀損時の調整・協議等の支援 

（ア）仮移転期間中に、仮移転者の故意または過失による仮移転先の毀損が生じた

場合は、賃貸人、仮移転者間で、損害の箇所・範囲及びその修繕費または原状

回復費の額について協議が行われるよう支援する。なお、仮移転先の毀損状

況、ならびに協議の内容及び結果については、速やかに市に報告する。 

（イ）仮移転者が賃貸人から修繕費の請求を受けた場合、PFI 事業者は、賃貸人の見

解及び仮移転者の見解を聞き取り、これらの見解及び仮移転先の状況を市に

報告し、市による当該費用の負担の有無及び市が負担するときはその額を聞

き取り、賃貸人に伝える。 

（ウ）賃貸人が仮移転者に請求する修繕費の全部または一部について、市が仮移転

者に代わり立て替えて賃貸人に支払う場合、PFI 事業者は、市に対し、その総

額、内訳及び賃貸借契約書等の根拠資料を示して報告する。市は本報告を確

認のうえ、支払いの期限までにその額を賃貸人に支払うものとする。 

（エ）仮移転者は、賃貸人が仮移転者に請求する修繕費のうち、市が仮移転者に代

わり立て替えて支払う金額を控除した残額を、賃貸人に直接支払うものとす

る。PFI 事業者は仮移転者による賃貸人への支払い方法について調整する。 
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カ 賃貸借契約の解除手続き支援 

（ア）仮移転先についての賃貸借契約に基づく契約解除手続きを仮移転者が行うよ

う仮移転者を支援する。なお、契約解除手続きに当たっては、仮移転者に対

し手続き等について説明し、仮移転者が作成するべき書面の作成を補助する

等必要に応じて支援する。 

（イ）仮移転者が仮移転先の退去後、住戸の検査（私物等の処分確認等）を行い、検

査で問題がないと確認できたときは、賃貸借契約の特約事項、直接協定及び

仮移転承諾書に基づき、市は賃貸人に対する保証金返還金または敷金返還金

の支払を賃貸借契約に基づき請求するものとする。PFI 事業者は、この請求の

手続について市を支援する。 

（ウ）仮移転者が賃貸人から原状回復費の請求を受けた場合、PFI 事業者は、賃貸人

の見解及び仮移転者の見解を聞き取り、これらの見解及び仮移転先の状況を

市に報告し、市による当該費用の負担の有無及び市が負担するときはその額

を聞き取り、賃貸人に伝える。 

（エ）賃貸人が仮移転者に請求する原状回復費の全部または一部について、市が仮

移転者に代わり立て替えて支払う場合、PFI 事業者は、市に対し、その総額、

内訳及び賃貸借契約書等の根拠資料を示して報告する。市は本報告を確認の

うえ、支払いの期限までにその額を賃貸人に支払うものとする。 

（オ）仮移転者は、賃貸人が仮移転者に請求する原状回復費のうち、市が仮移転者

に代わり立て替えて支払う金額を控除した残額を、賃貸人に直接支払うもの

とする。PFI 事業者は仮移転者による賃貸人への支払い方法について調整す

る。 

 

（４）留意事項 

ア 工期の延長等 

（ア）建替住宅の整備遅延が発生したことにより、賃貸借契約の契約期間や更新料

等の追加費用について交渉が必要となったときは賃貸人との交渉を行う。追

加費用が発生する場合、整備遅延の責めが市にある場合は市が、PFI 事業者に

ある場合は PFI 事業者が負担する。 

（イ）PFI 事業者の責めにより建替住宅の整備遅延が発生した場合、仮移転期間の延

長に伴い発生する家賃等その他の市が負担する追加費用及び損害は、PFI 事

業者の負担とする。 

 

イ その他トラブルへの対応 

（ア）仮移転期間中に仮移転者と賃貸人の間でトラブル等が発生した場合には、PFI

事業者はその内容等を確認し、状況については適宜市に報告する。 
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７ 住替え移転支援業務 

（１）業務の概要 

住替え移転支援業務について、下図の業務フローに示すアからエの業務を行う。 

なお、「STEP１ 住替え先の決定」は、市が実施済みであるため、PFI 事業者は「STEP２ 

移転手続き・引越し」に関する業務を実施する。 
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ア 住替え説明会の実施 

・ 住替え説明会の実施 

・ 

住替え先への入居許可 

エ 引越しの支援等 

・ 引越し業者の手配等 

 

 

・ 旧住宅の住戸点検等 

イ 引越し日の調整等 

ウ 住替え先の鍵渡し 

住替え先への入居開始 

旧住宅の明け渡し 
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（２）業務期間及び移転期間 

ア 業務期間 

入居者移転支援業務の開始から、住替え移転者が旧住宅から住替え先に移転し、

旧住宅の住戸点検を完了するまでとする。 

住替え支援業務の期限は、下記の通りとする。 

新築住宅等整備用地（Ｄ街区）の入居者：令和 10 年３月 31 日 

新築住宅等整備用地（Ｄ街区）以外の入居者：令和 13 年９月 30日 

 

・PFI 事業者が要求水準書（全体編、市営住宅整備業務編及び余剰地活用事業編）

に基づき作成する事業計画及び全体工程表と整合する。 

 

（３）支援の対象者 

住替え移転支援の対象者は、住替え移転の意向を表明した移転支援対象者とする。 

 

（４）業務内容 

ア 住替え説明会の実施 

（ア）及び（イ）に示すとおり説明会を行う。 

開催に当たっては、規模、アクセス等、適切な場所を確保し、必要な日程調整や資

料作成を行う。また、実施方法について、市及び指定管理者と事前に協議する。 

なお、移転先への入居申込みに関する書類の作成の一部については、市または指

定管理者が担当する。PFI 事業者が住替え移転者より書類についての問い合わせを

受けた場合は、必要に応じて市または指定管理者に対応を確認の上、処理する。 

PFI 事業者は、住替え先への入居申込みに関する書類を、住替え説明会の開催以降

（開催中を含む。）、速やかに回収する。 

また、住替え説明会の開催後、実施報告書を作成し、市に報告する。 

 

（ア）住替え説明会の実施内容 

・住替え説明会の会場確保及び設営 

・住替え説明会開催案内の作成及び事前配付 

・住替え先への入居申込みに関する書類の事前配付 

・住替え説明会資料の作成及び配付 

・入居申込みに関する書類の回収、内容確認及び修正指示 

 

（イ）住替え説明会の説明内容 

・住替え先への入居申込みに関する書類の記入方法 

・住替え移転に関する事務手続き 

・住替え移転のスケジュール 

・移転支援策（移転料の支払い等） 

・住替えに伴う住民票の異動等に関する手続き 
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（ウ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

住替え説明会 

開催案内 
任意様式 

住替え説明会の概

要、説明内容を記載

した案内書類 

①資料を作成する。 

②説明会の実施２週間前を目

安に配付する。 

市営住宅入居

申込書 
別紙３－１ 

住替え移転者が住

替え先の決定を受

諾し、決定した住替

え先への入居を申

し込む一連の書類 

①書類を作成する。 

②住替え説明会開催に先行し

て配付する。 

③PFI 事業者は市または指定

管理者と協力し、書類を回

収する。 

請書 別紙３－２ 

遵守事項誓約

書 
別紙３－３ 

滞納整理に関

する調査同意

書 

別紙３－４ 

誓約書 別紙３－５ 

市営住宅の返

還方法の案内 
別紙３－６ 

書面をもって返還

方法の説明を行い、

内容について誓約

する旨を確認する

資料 

請求（見積）書 別紙３－７ 

移転補償費の支払

い手続きに関する

資料 

移転費の前払

いの申請及び

敷金の納入に

ついて 

別紙３－８ 

移転費の完了

払いの申請及

び敷金の納入

について 

別紙３－９ 

市営住宅返還

に伴う家財処

分承諾書 

別紙３－10 

家財処分に関して

承諾した旨を記名

押印にて確認する

資料 

 

イ 引越し日の調整等 

PFI 事業者は、住替移転者の住替え先への引越し日の調整を行うとともに、住替移

転者全員の引越し日の調整状況を適宜、市及び指定管理者へ報告する。 

市は、PFI 事業者と協議の上、住替え先の鍵渡し日（住替移転者の住替え先への入

居日）、引越し日、旧住宅の明け渡し日（期限）を決定する。 
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関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

入居日・引越

日・明渡期限

通知書 

任意様式 

住替え先への入居

日及び引越し日、旧

住宅の明け渡し期

限を通知する書類 

①市または指定管理者が作成

する書類を受領する。 

②書類の受領後、速やかに交

付する。 

 

ウ 住替え先の鍵渡し 

住替え先の鍵渡しに当たり、日を定めて住替え移転者を参集の上、（ア）に記載す

る事項を実施する。PFI 事業者は、規模、アクセス等、適切な場所を確保し、必要な

日程調整や資料作成を行う。また、実施方法について、市及び指定管理者と事前に

協議する。 

なお、入居許可に関する書類の作成は市または指定管理者が行う。住替え先への

入居申込みに関する書類訂正の指導は、必要に応じて対応を市または指定管理者に

確認の上、PFI 事業者が担当する。 

また、鍵渡しの開催後、実施報告書を作成し、市に報告する。 

 

（ア）鍵渡しの実施内容 

・鍵渡しの会場確保及び設営 

・鍵渡しのお知らせの作成及び事前配付 

・住替え移転者から提出済みの書類訂正の指導（必要な場合） 

・入居許可に関する書類の配付 

・住替え先の鍵渡し及び鍵受領書の受領 

・移転完了に関する資料の配付 

 

（イ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

鍵渡しのお知

らせ 
任意様式 

鍵渡しの概要を記

載した案内書類 

①資料を作成する。 

②鍵渡しの実施２週間前を目

安に配付する。 

住替え先の 

鍵受領書 
別紙３－11 住替え移転者が住

替え先の鍵を受領

したことを証する

書類 
①書類を作成する。 

②鍵渡し会場にて、配付する。 

③住替え移転者が記入した書

類を、鍵と引き換えに受け

取る。 

④内容確認後、速やかに市に

提出する。 

鍵受領に 

関する委任状 

※該当者のみ 

別紙３－12 

市営住宅 

返還届 
別紙３－13 

市営住宅返還届出

書 

市営住宅入居

者等異動等届

出書 

別紙３－14 

住替え移転による

入居者の異動に関

する届出 

口座振替申出

書 
別紙３－15 

敷金返還の支払い

手続きに関する資

料 請求（見積）書 別紙３－７ 
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エ 引越しの支援等 

（ア）引越し業者の手配等 

住替え移転者に対し、引越しサービスを提供する（引っ越し業者への委託また

は直接実施による）。 

住替え移転者のうち希望者に対しては、一般廃棄物処理業者等を斡旋する等に

より、円滑な明け渡しを支援する。 

PFI 事業者自ら、希望者に対し、家財等の廃棄等を支援することは妨げない。た

だし、支援の対象者や内容について基準を設け、移転支援対象者の間の公平性に

配慮すること。 

 

 

（イ）旧住宅の住戸点検等 

住替え移転者の引越し完了後、住替え移転者より旧住宅の鍵を受け取る。 

また、住替え移転者より、市営住宅返還届、市営住宅返還に伴う家財処分承諾

書を受け取り、記載内容を確認する。取得した書類を市に提出する。 

住替え移転者より鍵を受け取った後、速やかに旧住宅の検査（屋内外の残財の

処分確認等）を実施する。 

検査の結果、住替え移転者が処分すべき物品等を残置していることが明らかに

なった場合は、当該の住替え移転者にその状況を示し、改めて期日を定めて処分

を指示する。 

改装（増築物を含む）の原状回復については、個々の対象者ごとに市に確認す

る。 

検査の終了後、市に住戸点検の結果を報告するとともに、旧住宅の鍵を提出す

る。 
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８ 退去支援業務 

（１）業務の概要 

退去支援業務について、下図の業務フローに示すアからウの業務を行う。 

なお、「STEP１ 退去先の決定」は、市が実施済みであるため、PFI 事業者は「STEP２ 移

転手続き・引越し」に関する業務を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業務期間及び移転期間 

ア 業務期間 

入居者移転支援業務の開始から、退去者が旧住宅から退去先に移転し、旧住宅の

住戸点検を完了するまでとする。 

退去支援業務の期限は、下記の通りとする。 

新築住宅等整備用地（Ｄ街区）の入居者：令和 10 年３月 31 日 

新築住宅等整備用地（Ｄ街区）以外の入居者：令和 13 年９月 30日 

なお、意向の変更等により、完了期限以降にも退去者が発生した場合は、随時時

対応することとする。 

 

（３）支援の対象者 

退去支援の対象者は、退去の意向を表明した移転支援対象者とする。 

  

ア 退去の手続きの支援 

・ 退去に関する書類の配付・説明 

・ 退去に関する書類の回収 

 

 

対象者自身による退去先の確保 

退去の決定 

ウ 引越しの支援等 

・ 引越し業者の手配等 

 

 

・ 旧住宅の住戸点検等 

旧住宅の明け渡し 

イ 引越し日の調整等 
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（４）業務内容 

ア 退去の手続きの支援 

（ア）退去に関する書類の配付・説明 

移転支援対象者が退去する場合、退去先は対象者自身が確保する。 

PFI 事業者は、対象者による退去先の確保を確認し、市に報告する。 

また、確認とあわせ、市営住宅返還届、市営住宅返還に伴う家財処分承諾書を

対象者に配付するとともに、退去の手続き等の説明を行う。 

 

      （退去の手続き等の説明内容） 

・退去に関する書類の記入方法 

・退去に関する事務手続き 

・退去のスケジュール 

・移転支援策（移転料の支払い等） 

 

（イ）退去に関する書類の回収 

退去に関する書類の配付後、対象者から記入した書類を回収の上、記載内容を

確認する。 

また、受領状況を市に報告するとともに、取得した書類を市に提出する。 

 

（ウ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

請求（見積）書 別紙３－７ 

移転補償費の支払

い手続きに関する

資料 

①書類を作成する。 

②退去の意向を表明した対象

者に配付する。 

③PFI 事業者は市または指定

管理者と協力し、書類を回

収する。 

移転費の前払

いの申請及び

敷金の納入に

ついて 

別紙３－８ 

移転費の完了

払いの申請及

び敷金の納入

について 

別紙３－９ 

市営住宅返還

に伴う家財処

分承諾書 

別紙３－10 

家財処分に関して

承諾した旨を記名

押印にて確認する

資料 

 

イ 引越し日の調整等 

PFI 事業者は、対象者の退去先への引越し日の調整を行うとともに、対象者全体の

引越し日の調整状況を適宜、市及び指定管理者へ報告する。 

市は、PFI事業者と協議の上、引越し日、旧住宅の明け渡し日（期限）を決定する。 
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関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

引越日・明渡

期限通知書 
任意様式 

退去先への引越し

日、旧住宅の明け渡

し期限を通知する

書類 

①市または指定管理者が作成

する書類を受領する。 

②書類の受領後、速やかに交

付する。 

市営住宅 

返還届 
別紙３－13 

市営住宅の返還に

関する届出 
①書類を作成する。 

②引越日・明渡期限通知書と

合わせて配付する。 

③退去者が記入した書類を速

やかに受け取る。 

④内容確認後、速やかに市に

提出する。 

市営住宅入居

者等異動等届

出書 

別紙３－14 

退去による入居者

の異動に関する届

出 

口座振替申出

書 
別紙３－15 

敷金返還の支払い

手続きに関する資

料 請求（見積）書 別紙３－７ 

 

ウ 引越しの支援等 

（ア）引越し業者の手配等 

退去者に対し、引越しサービスを提供する（引っ越し業者への委託または直接

実施による）。 

退去者のうち希望者に対しては、一般廃棄物処理業者または改装工事業者等を

斡旋する等により、円滑な明け渡しを支援する。 

PFI 事業者自ら、希望者に対し、家財等の廃棄または改装の原状回復等を支援す

ることは妨げない。ただし、支援の対象者や内容について基準を設ける等、移転

支援対象者の間の公平性に配慮すること。 

 

（イ）旧住宅の住戸点検等 

対象者の引越し完了後、対象者より旧住宅の鍵を受け取る。 

また、対象者より、市営住宅返還届、市営住宅返還に伴う家財処分承諾書を受

け取り、記載内容を確認する。取得した書類を市に提出する。 

対象者より鍵を受け取った後、速やかに旧住宅の検査（屋内外の残財の処分確

認等）を実施する。 

検査の結果、退去者が処分すべき物品等を残置していることが明らかになった

場合は、当該の退去者にその状況を示し、改めて期日を定めて処分を指示する。 

改装（増築物を含む）の原状回復については、個々の対象者ごとに市に確認す

る。 

検査の終了後、市に住戸点検の結果を報告するとともに、旧住宅の鍵を提出す

る。 
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９ 本移転支援業務 

（１）業務の概要 

本移転支援業務について、下図の業務フローに示すアからカの業務を行う。 

 

 

  

ア 本移転説明会（第１回）の実施 

・ 

・ 本移転先意向確認書の回収 

・ 内覧会の実施（任意） 

イ 本移転先抽選会の実施 

・ 本移転先抽選会の実施 

・ 本移転先決定通知書の交付

及び本移転承諾書の受領 

ウ 本移転説明会（第２回）の実施 

・ 

・ 

本移転先への入居許可 

カ 引越しの支援等 

・ 引越し業者の手配等 

 

 

・ 内部仮移転による仮移転先

及び旧住宅の住戸点検等 

・ 外部仮移転による仮移転先

の住戸点検等 

本移転先の決定 

エ 引越し日の調整等 

オ 本移転先の鍵渡し 

本移転先への入居開始 

仮移転先の明け渡し 

仮移転先の
返還期限 

移転支援対象

者ごとに、本

移転先の入居

予定日から 

１か月以内 
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（２）業務期間及び移転期間 

ア 業務期間 

本移転説明会（第１回）の準備の開始から、本移転者が本移転先に移転し、返還す

る住宅の住戸点検を完了するまでとする。 

本移転支援業務の期限は、令和 14年３月 31 日とする。 

 

イ 移転期間 

本移転説明会の実施予定日から本移転の完了予定日までの期間（移転期間）は、

以下の条件を満たすものとして、「業務計画書」に定める期間とする。 

 

・PFI 事業者が要求水準書（全体編、市営住宅整備業務編及び余剰地活用事業編）

に基づき作成する事業計画及び全体工程表と整合する。 

・支援の対象者が、移転等に関する判断や手続きの処理に当たり、合理的に必要

十分と考えられる期間を確保する。 

 

ウ 仮移転先の返還期限 

仮移転先の返還を受ける場合、返還する住宅の鍵の受取は、本移転先への入居予

定日から１か月以内に完了させるものとする。 

 

（３）支援の対象者 

本移転支援の対象者は、本移転の意向を表明した移転支援対象者とする。 

 

（４）業務内容 

ア 本移転説明会（第１回）の実施 

（ア）及び（イ）に示すとおり説明会を行う。 

開催に当たっては、規模、アクセス等、適切な場所を確保し、必要な日程調整や資

料作成を行う。また、実施方法について、市及び指定管理者と事前に協議する。 

PFI 事業者は、本移転先意向確認書を、移転説明会の開催以降（開催中を含む。）、

速やかに回収する。 

また、移転説明会の開催後、実施報告書を作成し、市に報告する。 

 

（ア）本移転説明会（第１回）の実施内容 

・本移転説明会（第１回）の会場確保及び設営 

・本移転説明会（第１回）開催案内の作成及び事前配付 

・本移転説明会（第１回）資料の作成及び配付 

・本移転先意向確認書の回収、内容確認及び修正指示 
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（イ）本移転説明会（第１回）の説明内容 

・本事業の全体計画（建替計画） 

・本移転に関する事務手続き 

・本移転のスケジュール 

・本移転先並びに入居決定方法（日程や抽選方法等） 

・本移転に関する意向確認の実施 

 

（ウ）内覧会の実施（任意） 

本移転説明会（第１回）の開催に合わせて、任意で、新築住宅の竣工に先立ち整

備された内覧会用住戸を使用し、本移転の対象者の内覧会を実施する。 

 

（エ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

本移転説明会 

（第１回） 

開催案内 

任意様式 

本移転説明会（第１

回）の概要、説明内

容を記載した案内

書類 

①資料を作成する。 

②説明会の実施２週間前を目

安に配付する。 

本移転 

説明資料 
任意様式 

本事業の全体計画、

移転スケジュール

及び移転支援策等

に関する説明資料 ①資料を作成する。 

②説明会会場で配付する。 

本移転先 

リスト 
任意様式 

本移転先の住所、間

取り等を記載した

物件リスト（駐車場

含む。） 

本移転先意向

確認書 
任意様式 

本移転先の希望住

戸、駐車場意向等入

居者の希望を把握

するための書類 

①書類を作成する。 

②本移転説明会（第１回）開催

案内と合わせて、配付する。 

③対象者が記入した書類を、

速やかに受け取る。 

④意向を整理の上、速やかに

市に提出する。 

 

イ 本移転先抽選会の実施 

（ア）本移転先抽選会の実施 

意向調査等に基づき本移転先を市及び移転支援対象者と十分に調整した上で、

本移転先抽選会を開催する。開催に当たっては、規模、アクセス等、適切な場所を

確保し、必要な日程調整や資料作成を行う。また、移転先の調整及び抽選会の実

施方法について、市と事前に協議する。 

本移転先抽選会に先立ち案内文を作成し、本移転抽選会の対象者へ配付する。 

本移転先抽選は、原則、本移転抽選会の対象者全てを一括して行う。 

本移転先抽選会後、本移転先抽選会実施報告書を作成の上、市に報告する。 
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（イ）本移転先決定通知書の交付及び本移転承諾書の受領 

市は、本移転先の決定を行い、対象者に交付する本移転先決定通知書を作成す

る。 

PFI 事業者は、本移転先決定通知書に基づき、本移転の対象者に提出を求める書

類を作成し、その内容について市の確認を受ける。 

PFI 事業者は、本移転の対象者に本移転先決定通知書及び本移転承諾書を配付

する。その後速やかに対象者全員から本移転承諾書を回収の上、記載内容を確認

する。また、受領状況を市に報告するとともに、取得した書類を市に提出する。 

 

（ウ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

本移転先抽選

会開催案内 
任意様式 

本移転先抽選会の

概要（日時、場所、

内容等）を記載した

案内書類 

①資料を作成する。 

②本移転先抽選会の実施３週

間前を目安に配付する。 

本移転先抽選

会説明資料 
任意様式 

本移転先抽選の実

施方法等について

記載した資料 

①資料を作成する。 

②本移転先抽選会開催案内と

合わせて、配付する。 

本移転先抽選

会結果報告書 
任意様式 

本移転先抽選会の

結果を市へ報告す

る書類 

①抽選会の開催後、速やかに

報告書を作成の上、市に提

出する。 

本移転先決定

通知書 
市作成様式 

本移転先の名称、所

在地の決定を通知

する書類 

①市より書類を受領する。 

②市による本移転先の決定

後、速やかに交付する。 

本移転承諾書 任意様式 

対象者が市に対し

て、本移転の承諾と

ともに、仮移転先の

原状回復や、移転完

了期限の確約を行

う承諾書 

①書類を作成する。 
②本移転先決定通知書に合わ

せて、配付する。 
③対象者が記入した書類を、

速やかに受け取る。 
④内容確認後、速やかに市に

提出する。 

 

ウ 本移転説明会（第２回）の実施 

（ア）及び（イ）に示すとおり説明会を行う。 

開催に当たっては、規模、アクセス等、適切な場所を確保し、必要な日程調整や資

料作成を行う。また、実施方法について、市及び指定管理者と事前に協議する。 

なお、移転先への入居申込みに関する書類の作成の一部については、市または指

定管理者が担当する。PFI 事業者が仮移転者より書類についての問い合わせを受け

た場合は、必要に応じて市または指定管理者に対応を確認の上、処理する。 

PFI 事業者は、本移転先への入居申込みに関する書類を、移転説明会の開催以降

（開催中を含む）、速やかに回収する。 
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また、本移転説明会（第２回）の開催後、実施報告書を作成し、市に報告する。 

 

（ア）本移転説明会（第２回）の実施内容 

・本移転説明会（第２回）の会場確保及び設営 

・本移転説明会（第２回）開催案内の作成及び事前配付 

・本移転先への入居申込みに関する書類の事前配付 

・本移転説明会（第２回）資料の作成及び配付 

・入居申込みに関する書類の回収、内容確認及び修正指示 

（イ）本移転説明会（第２回）の説明内容 

・本移転先への入居申込みに関する書類の記入方法 

・本移転に関する事務手続き 

・本移転のスケジュール 

・移転支援策（移転料の支払い等） 

・本移転に伴う住民票の異動等に関する手続き 

 

（ウ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

本移転説明会

（第２回） 

開催案内 

任意様式 

本移転説明会（第２

回）の概要、説明内

容を記載した案内

書類 

①資料を作成する。 

②説明会の実施２週間前を目

安に配付する。 

市営住宅入居

申込書 
別紙３－１ 

本移転者が本移転

先の決定を受諾し、

決定した本移転先

への入居を申し込

む一連の書類 

①書類を作成する。 

②本移転説明会（第２回）開催

に先行して配付する。 

③PFI 事業者は市または指定

管理者と協力し、書類を回

収する。 

請書 別紙３－２ 

遵守事項誓約

書 
別紙３－３ 

滞納整理に関

する調査同意

書 

別紙３－４ 

誓約書 別紙３－５ 

市営住宅の返

還方法の案内 
別紙３－６ 

書面をもって返還

方法の説明を行い、

内容について誓約

する旨を確認する

資料 

請求（見積）書 別紙３－７ 

移転補償費の支払

い手続きに関する

資料 

移転費の前払

いの申請及び

敷金の納入に

ついて 

別紙３－８ 

移転費の完了

払いの申請及
別紙３－９ 
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書類名称 様式 内容 手順 

び敷金の納入

について 

市営住宅返還

に伴う家財処

分承諾書 

（外部仮移転

対 象 者 は 除

く） 

別紙３－10 

家財処分に関して

承諾した旨を記名

押印にて確認する

資料 

 

エ 引越し日の調整等 

PFI 事業者は、対象者の本移転先への引越し日の調整を行うとともに、対象者全体

の引越し日の調整状況を適宜、市及び指定管理者へ報告する。 

市は、PFI 事業者と協議の上、本移転先の鍵渡し日（対象者の本移転先への入居

日）、引越し日、旧住宅の明け渡し日（期限）を決定し、PFI 事業者はこれを本移転

者に通知する。 

 

関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

入居日・引越

日・明渡期限

通知書 

任意様式 

本移転先への入居

日及び引越し日、仮

移転先の明け渡し

期限を通知する書

類 

①市または指定管理者が作成

する書類を受領する。 

②書類の受領後、速やかに配

付する。 

 

オ 本移転先の鍵渡し 

本移転先の鍵渡しに当たり、日を定めて対象者を参集の上、（ア）に記載する事項

を実施する。PFI 事業者は、規模、アクセス等、適切な場所を確保し、必要な日程調

整や資料作成を行う。また、実施方法について、市及び指定管理者と事前に協議す

る。 

なお、入居許可に関する書類の作成は市または指定管理者が行う。移転先への入

居申込みに関する書類訂正の指導は、必要に応じて対応を市または指定管理者に確

認の上、PFI 事業者が担当する。 

また、鍵渡しの開催後、実施報告書を作成し、市に報告する。 

 

（ア）鍵渡しの実施内容 

・鍵渡しの会場確保及び設営 

・鍵渡しのお知らせの作成及び事前配付 

・対象者から提出済みの書類訂正の指導（必要な場合） 

・入居許可に関する書類の配付 

・本移転先の鍵渡し及び鍵受領書の受領 
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・移転完了に関する資料の配付 

 

（イ）関連書類 

書類名称 様式 内容 手順 

鍵渡しのお知

らせ 
任意様式 

鍵渡しの概要を記

載した案内書類 

①資料を作成する。 

②鍵渡しの実施２週間前を目

安に配付する。 

本移転先の 

鍵受領書 
別紙３－11 

本移転者が本移転

先の鍵を受領した

ことを証する書類 

①書類を作成する。 

②鍵渡し会場にて、配付する。 

③本移転者が記入した書類

を、鍵と引き換えに受け取

る。 

④内容確認後、速やかに市に

提出する。 

鍵受領に 

関する委任状 

※該当者のみ 

別紙３－12 

市営住宅 

返還届 

（外部仮移転

対象者は除

く） 

別紙３－13 
市営住宅返還届出

書 

市営住宅入居

者等異動等届

出書 

（外部仮移転

対 象 者 は 除

く） 

別紙３－14 

本移転による入居

者の異動に関する

届出 

口座振替申出

書 

（外部仮移転

対 象 者 は 除

く） 

別紙３－15 

敷金返還の支払い

手続きに関する資

料 請求（見積）書 

（外部仮移転

対 象 者 は 除

く） 

別紙３－７ 

 

カ 引越しの支援等 

（ア）引越し業者の手配等 

対象者に対し、引越しサービスを提供する（引っ越し業者への委託または直接

実施による）。 

対象者のうち希望者に対しては、一般廃棄物処理業者または改装工事業者等を

斡旋する等により、円滑な明け渡しを支援する。 

PFI 事業者自ら、希望者に対し、家財等の廃棄または改装の原状回復等を支援す

ることは妨げない。ただし、支援の対象者や内容について基準を設ける等、移転

支援対象者の間の公平性に配慮すること。 
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（イ）内部仮移転による仮移転先及び旧住宅の住戸点検等 

対象者が内部仮移転による仮移転先または旧住宅からの移転である場合、対象

者の引越し完了後、対象者より仮移転先又は旧住宅の鍵を受け取る。 

また、対象者より、市営住宅返還届、市営住宅返還に伴う家財処分承諾書を受

け取り、記載内容を確認する。取得した書類を市に提出する。 

対象者より鍵を受け取った後、速やかに仮移転先又は旧住宅の検査（屋内外の

残財の処分確認等）を実施する。 

検査の結果、対象者が処分すべき物品等を残置していることが明らかになった

場合は、当該の対象者にその状況を示し、改めて期日を定めて処分を指示する。 

改装（増築物を含む。）の原状回復については、個々の対象者ごとに市に確認す

る。 

検査の終了後、市に住戸点検の結果を報告するとともに、旧住宅の鍵を提出す

る。 

 

（ウ）外部仮移転による仮移転先の住戸点検等 

対象者が外部仮移転による仮移転先からの移転である場合、対象者の引越し完

了後、「６ 外部仮移転に係る賃貸借契約等支援業務」に基づき、住戸の検査（屋内

外の残財の処分確認等）を行う。 

また、対象者より、書類を受け取り、記載内容を確認する。取得した書類を市に

提出する。 

検査の結果、対象者が処分すべき物品等を残置していることが明らかになった

場合は、当該の対象者にその状況を示し、改めて期日を定めて処分を指示する。 
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１０ 市営住宅建替の広報資料の作成業務 

 

入居者や市民に対して、随時、建替事業の進捗状況等の情報を発信する。PFI 事業者はニ

ュースの案を作成し、市の確認を受けた上で、印刷、配布等を行うこととする。 

 

１１ 社会資本整備総合交付金等申請関係書類等の作成支援業務 

 

PFI 事業者は、市が実施する社会資本整備総合交付金等の申請に必要な関係書類（入居者

移転計画の住棟別調書（移転の実施年数等）、支払い根拠の積算等）の作成に関し、交付対

象額及び交付額の算定根拠に係る各種資料等の作成などを行うこととする。 

 

 

１２ 会計実地検査の支援業務 

 

本事業は国の会計実地検査の対象となることから、PFI 事業者は、市が受検することにな

った場合、資料作成や会計検査院への説明補助、現地調査への立会等により、市を支援す

ることとする。 

また、その他各種調査の対象となった場合についても、上記と同じく、調査に関する書

類作成等により、市を支援する。 

 

１３ 入居者移転支援業務を実施する上で必要となる関連業務 

 

PFI 事業者は、入居者移転支援業務を実施する上で必要となる関連業務を、自らの責めに

おいて適切に実施する。 

なお、本要求水準書に記載のない事項についても、移転支援業務を実施する上で措置が

必要な事項が生じる場合には、PFI 事業者は市と協議の上、実施する。 


